


個  別  事  項

当該個別事項に係

る案の名称

案 1 

開発事業の名称 宮城学院上谷刈グラウンド整備事業

種別： 区画形質の変更 工作物の新築・改築・増築・移転・用途の変更 水面の埋立等 その他

開発事業の目的 駐車場、グラウンドを整備するため。

構想の内容 現況が水田である土地の区域内において、面積約 2.7ha の土地を造成し、約 1.0ha

のグラウンドと約 0.9ha の駐車場を設ける。 

事業区域の位置 宮城県仙台市泉区上谷刈字中沢 6-3 他 33 筆 

（別紙一覧参照）

周辺地域における

土地利用の現況

添付図面のとおり

周辺地域における

環境の状況
・植物生息地、動物生息地として重要な地域には該当しないが、「丸田沢緑地（水

の森公園）」と隣接している。水の森公園は野生動植物のハビタット、環境学習

のフィールド、生態系コリドーとして重要な地域に指定されている。

・排出水の放流地点下流に位置する丸田沢ため池出口において COD の値が平均

5.7mg/L という状況にある。

周辺地域の仙台市

基本計画等におけ

る位置付け

仙台市基本計画：丘陵住宅地域

仙台市環境基本計画（杜の都環境プラン）：市街地地域

仙台市都市計画マスタープラン：自然環境保全ゾーン

仙台市みどりの基本計画：自然とまちをつなぐみどり

周辺地域における

土地利用の規制の

状況

・土壌汚染対策法の第 4 条第 1 項の規定による一定規模以上の土地の形質変更届

出が必要である。

・杜の都の環境をつくる条例第 27 条の規定により、敷地面積 20％以上の緑化を

図る必要がある。また、同条例第 29 条 1 項の規定により、あらかじめ緑化計

画書を市長に提出し、認定が必要である。

・農地法第 4 条の農地転用許可が必要である。

・都市計画法第 29 条第 1 項の規定による開発行為の許可が必要である。

周辺地域における

土地利用方針の内

容

◇事業者が配慮すべき基本的な事項：郊外部に該当。

◇補完事項：自然環境の保全に関する配慮、緑地の確保と配置、災害防止に関す

る配慮に関し、適切な措置を講ずる必要がある。

備考

１ 個別事項に係る表は，検討した各案ごとに作成すること

２ 添付図面

(1)事業区域の位置を明らかにした縮尺１：25,000 以上の位置図 

(2)周辺地域における土地利用の現況を明らかにした縮尺１：25,000 以上の平面図 

３ 用紙の大きさは，日本工業規格 A4 とすること 
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